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猛暑による熱中症リスクを踏まえ、住民税非課税世帯等のエアコン設置費の一部を助成する事業です。 

（国「重点支援地方交付金」活用、県「長野県住民税非課税世帯エアコン設置促進事業」協調助成事業） 

（令和８年度のみ実施） 

対 象 者 

申請日時点で長野市に住民登録があり、居住する長野市内の住宅に稼働可能なエアコン

が１台もない世帯のうち、（ア）から（ウ）のいずれかに該当する世帯の世帯主 

※１世帯１回限り 

（ア）住民税非課税世帯 

（令和７年度住民税非課税世帯が対象  令和８年６月９日までに申請書受付   

 令和８年度住民税非課税世帯が対象  令和８年６月 10 日以降に申請書受付 ） 

（イ）生活保護受給世帯 

（ウ）中国残留邦人等支援給付受給世帯 

助成対象

経 費 

エアコンの購入及び設置に伴う費用等 

（市が申請書を受け付け、助成決定後に購入・設置されたエアコンが助成対象です。） 

（稼働可能なエアコンが１台もない事由が故障である場合、助成対象となるためには、併

せて故障エアコンの撤去が必要です。また、故障エアコンが保証等で修理できる場合は、

本助成金の対象外です。） 
助成対象費用 助成対象外費用 

・エアコン本体、設置工事費等 

エアコン故障による付け替えの場合 

・撤去費 

・廃棄・リサイクル費等 

・延長保証料    

・そのほか、助成決定前に支払いが必要な

費用 
 

対象品目 

〇家庭用品品質表示法施行令に規定される「エアコンディショナー」 

〇室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー

（充電式のもの、首元などの身体の一部分のみを冷やす目的の品目を除く。） 

（同品目のものをすでに所持している場合は、「エアコンディショナー」のみ対象） 

助成率・ 

助成金額 

（ア）非課税世帯 

助成対象経費の３分の２(上限 49,000 円)※助成金額を超えた額は申請者自己負担 

（イ）生活保護受給世帯 及び（ウ）中国残留邦人等支援給付受給世帯 

 助成対象経費の 10 分の 10(上限 73,000 円)※助成金額を超えた額は申請者自己負担 

受付期間 

令和８年４月１日（水）から 令和８年９月 30 日（水）まで 

※申し込み多数の場合は、予算の上限に達し次第締め切ります。 

（実績報告書兼請求書の提出期間は、令和８年 11 月 30 日（月）まで） 

書 類 

入手方法 

書類はコールセンターへ連絡、市ホームページからダウンロード、長野市役所第二庁舎２

階福祉政策課窓口で入手してください。 

 長野市住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業協力店を募集しています 

長野市住民税非課税世帯等エアコン設置促進事業とは？ 

見積から購入までに通常よりも時間がかかります。有効期間の長い見積にご協力をお願いします。 
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市では、手持ち資金の無い非課税世帯等がエアコンを設置する方法として、受領委任払いによる助成

を行います。申請者は助成金額分を差し引いた金額でエアコン購入ができるため、非課税世帯等がエア

コンを購入しやすくなるメリットがあります。協力店登録は、受領委任払い方式を実施していただける

販売事業者の登録です。 

受領委任払い方式により、市から協力店へ支払われるのは助成金額のみです。助成金額以外は協力店

から申請者に請求いただく必要があること、「実績報告兼請求書」等書類の作成が必要になることをご

了承いただいた上で登録をお願いします。 
受領委任払い方式（協力店のみ） 償還払い方式 

エアコンの購入・設置時に、申請者は助成金を差

し引いた額を協力店に支払い、後日、市が協力店

に助成金額分をお支払いする方式 

エアコンの購入・設置後に、市が申請者に直接、

助成金をお支払いする方式 

実績報告書兼請求書は申請者が作成し、市へ提出 

 

 

 

〇協力店登録申請書の提出 

 協力店登録申請書に必要事項を記入し、長野市福祉政策課へ提出してください。 

 ※登録申請書は、ホームページに掲載しています。提出は、メールまたは郵送にてお願いします。 

順次、協力店一覧に掲載させていただきます。 

 郵送提出先：〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 長野市役所福祉政策課給付金担当 

メールアドレス：fukushiseisaku@city.nagano.lg.jp 

 

 

 

市 申請者 エアコン販売事業者 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力店登録の手続き 

償還払い方式の流れ 

見積書の依頼に基づき、作成をお願いします。 

申請者は見積書をもとに、申請書を作成し、市へ提出します。 

市で審査のうえ、対象となれば、申請者へ助成決定します。 

申請者は実績報告書兼請求書を市へ提出し、審査を経て、助成金

が申請者に支給されます。 

協力店登録をするとどうなるの？ 

市の助成決定後、申請者が見積書作成店に来店したら、エアコ

ンの販売と設置をお願いします。支払いは申請者が全額行いま

すので、領収書の作成をお願いします。 

mailto:fukushiseisaku@city.nagano.lg.jp
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市 申請者 協力店 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈お問い合わせ先〉  長野市役所 保健福祉部 福祉政策課 給付金担当 

メールアドレス  fukushiseisaku@city.nagano.lg.jp  電話 ０２６－２２４－９７１９ 

受領委任払い方式の場合の流れ 

見積依頼 

申請者から協力店へ、見積依

頼 

「見積書」作成、「受領委

任払い承認申請書及び委

任状」一部記入 

・「見積書」の作成 

エアコン本体の費用だけで

なく、工事費等助成対象経費

を全て含めた見積書を作成

してください。 

・「受領委任払承認申請書

及び委任状」の協力店記入

欄に記載 

申請者は、協力店を委任先と

するため、書類を作成しま

す。代表者、連絡先等のご記

入をお願いします。 

実績報告、請求、受領を委任 

「申請書」等の提出 

申請者は「見積書」、「受領委

任払承認申請書及び委任状」

等を添付して申請書を提出

します。 

審査・助成決定 

審査の結果、対象となれば、

助成決定されます。 

※助成決定後（または変更

決定後）に購入・設置され

たエアコンが助成の対象

です。 

「実績報告書兼請求書」を

提出（協力店から提出） 

助成金交付決定通知書又は変

更決定通知書等、実績報告書

兼請求書に記載のある書類を

添付してご提出ください。 

【提出先】郵送提出または長

野市役所第二庁舎２階福祉政

策課窓口 

完了審査 

 

↓ 

助成金支払い 

助成金受領 

市から助成金の入金後、「助成

金交付通知書」が届きます。  

販売・設置 

・来店した申請者から「助成金交付決定通知書」を受領 

→決定内容確認後、エアコン販売及び設置 

２～３週間後 

11 月 30 日まで 

当初見積・申請時から変更がある場合、助成金額が変わることがあります。 

※要事前申請 

機種、金額、設置場所、購入事

業者の変更など、 

助成決定時から変更点がある場

合、必ず事前に申請者からコー

ルセンターに連絡が必要です。 

変更の内容により、取下承認申

請書や変更承認申請書の提出が

必要になることがあります。 

※事前連絡がない場合、助成対

象外となることがあります。 

経費から助成金を差

し引いた額を協力店

から申請者へ請求い

ただく必要がありま

す。（請求するタイミ

ングは必ず事前に申

請者へお伝えくださ

い。急に払える資金

が無い事態が想定さ

れます。） 

mailto:fukushiseisaku@city.nagano.lg.jp

